
そ
れ
な
ら
ば
漢
訳
律
蔵
で
、
カ
ル
マ
ン
を
「
業
」
と
訳
さ
な
い
で
「
掲
磨
」
と
い
う
音
訳
語
を
採
用
し
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
と
い

う
に
、
律
で
い
う
カ
ル
マ
ン
は
い
わ
ゆ
る
「
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
」
あ
る
い
は
「
因
是
善
悪
・
果
是
無
記
」
と
い
う
場
合
の
「
業
と

果
報
」
の
業
と
は
意
味
が
異
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
区
別
を
示
す
た
め
に
、
と
く
に
掲
磨
と
い
う
音
訳
語
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
律

蔵
で
い
う
「
掲
磨
」
と
は
、
僧
伽
の
行
為
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
似
た
も
の
を
国
家
の
法
律
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
律
の
こ

と
を
英
語
で
は
「
ア
ク
ト
」
四
ｇ
と
い
う
が
、
四
鼻
に
は
も
ち
ろ
ん
「
行
為
」
の
意
味
が
あ
る
。
も
ろ
も
ろ
の
行
為
の
中
で
、
と
く
に

梵
語
の
「
カ
ル
了

が
多
い
。
こ
れ
は
、
．
〈

ド
ゥ
テ
ィ
ヤ
カ
ン
マ
」

を
「
白
四
潟
磨
」
と
罰

と
読
む
よ
う
で
あ
る
。

「
カ
ル
マ
ン
」
冨
門
日
四
目
は
、
業
と
か
作
業
と
か
訳
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
律
蔵
で
は
音
訳
し
て
「
掲
磨
」
と
訳
す
場
合

こ
れ
は
、
・
ハ
ー
リ
律
の
「
ニ
ャ
ッ
テ
ィ
・
カ
ン
ご
目
洋
］
‐
厨
日
日
ｐ
を
、
漢
訳
諸
律
が
「
白
掲
磨
」
と
訳
し
、
「
ニ
ャ
ヅ
テ
ィ
・

ヤ
ヵ
ン
ご
冒
詐
』
‐
目
武
冒
丙
閏
己
目
四
を
「
白
二
潟
磨
」
、
「
ニ
ャ
ッ
テ
ィ
・
チ
ャ
ッ
ッ
タ
カ
ン
ご
目
ヰ
胃
煙
目
詐
冨
冨
日
日
四

（
１
）

掲
磨
」
と
訳
す
点
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
「
掲
磨
」
は
「
カ
ッ
マ
」
と
も
「
コ
ン
ご
と
も
読
ま
れ
る
が
、
律
で
は
「
コ
ン
ご

律
蔵
と
カ
ル
マ
ン

｜
錫
磨
の
意
味

平

川
一
一
一
ハ

彰



あ
↓
Ｑ

国
家
の
行
為
が
「
法
律
」
の
形
で
発
動
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
カ
ル
マ
ン
は
一
般
に
「
行
為
」
の
意
味
で
あ
る
の
で
、
僧

伽
の
行
為
も
カ
ル
マ
ン
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
法
律
は
国
家
を
背
景
と
し
て
強
制
力
を
も
つ
行
為
で
あ
り
、
個
人
の
行
為
と
は
異
な
る
。

そ
れ
と
同
様
に
比
丘
個
人
の
行
為
と
僧
伽
の
行
為
と
も
意
味
が
異
な
る
。
し
か
し
両
者
共
に
「
カ
ル
マ
ン
」
の
語
を
用
い
る
の
で
、
そ

の
違
い
を
示
す
た
め
に
、
漢
訳
者
が
僧
伽
の
行
為
の
場
合
に
は
「
掲
磨
」
と
い
う
音
訳
語
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

佛
教
で
は
、
古
く
か
ら
「
カ
ル
マ
と
に
は
三
種
の
意
味
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
二
三
に
よ
る
と
、
「
問
う
、

何
が
故
に
業
と
名
づ
く
る
や
。
業
に
何
の
義
あ
り
や
。
答
う
、
三
義
に
由
る
が
故
に
、
説
い
て
名
づ
け
て
業
と
な
す
。
一
に
は
作
用
の

故
に
。
二
に
は
法
式
を
持
す
る
が
故
に
。
三
に
は
果
を
分
別
す
る
が
故
に
。
作
用
の
故
に
と
は
、
謂
わ
く
、
即
ち
作
用
を
説
い
て
名
づ

け
て
業
と
な
す
。
法
式
を
持
す
と
は
、
能
く
七
衆
の
法
式
を
任
持
す
る
を
謂
う
。
果
を
分
別
す
と
は
、
能
く
愛
と
非
愛
と
の
果
を
分
別

（
２
）

す
る
を
謂
う
な
り
」
と
述
べ
、
業
に
、
作
用
と
法
式
と
業
と
の
三
種
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
一
の
作
用
を
業
と
い
う
場
合
は

作
用
一
般
を
業
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
が
ふ
く
ま
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
第
三
の
業
は
、
愛
・
非

愛
の
果
を
分
別
す
る
業
の
み
を
と
る
の
で
あ
る
。
善
業
は
善
果
を
選
び
と
り
、
ま
た
楽
果
を
選
び
と
る
。
善
業
が
悪
果
や
苦
果
を
選
び

と
る
こ
と
ば
な
い
。
こ
の
よ
う
に
特
定
の
果
を
選
び
と
る
点
を
「
分
別
す
る
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
こ
の
場
合
は
業
の
報
い

と
し
て
の
結
果
を
生
み
出
す
「
見
え
な
い
力
」
を
有
す
る
行
為
を
業
と
い
う
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
「
見
え
な
い
力
」
の
方
に
重
点

が
あ
る
。
「
法
句
経
』
第
一
二
七
偶
に
「
虚
空
に
お
い
て
も
、
海
中
に
お
い
て
も
、
山
間
の
洞
窟
に
入
り
て
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
り
て

悪
業
よ
り
免
れ
る
と
こ
ろ
は
な
し
」
と
説
か
れ
る
場
合
の
業
は
、
こ
の
場
合
の
業
で
あ
る
。
こ
の
業
は
果
を
感
ず
る
見
え
な
い
力
を
そ

な
え
て
お
り
、
こ
の
力
は
、
果
を
生
ず
る
ま
で
は
減
し
な
い
の
で
「
業
力
不
滅
」
と
い
わ
れ
る
。
狭
い
意
味
の
業
は
こ
れ
を
さ
す
の
で

律
蔵
と
カ
ル
マ
ン

二

七



こ
れ
ら
に
た
い
し
て
第
二
の
「
法
式
を
持
す
る
」
場
合
の
業
が
、
律
蔵
で
い
う
「
掲
磨
」
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
「
七
衆
の
法
式

を
任
持
す
る
」
と
い
う
場
合
に
は
、
僧
伽
の
行
為
を
掲
磨
と
い
う
場
合
よ
り
も
意
味
が
広
い
。
七
衆
と
は
、
比
丘
・
比
丘
尼
。
式
叉
摩

那
・
沙
弥
・
沙
弥
尼
の
出
家
の
五
衆
と
、
優
婆
塞
・
優
婆
夷
の
在
家
の
二
衆
と
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
七
衆
の
う
ち
で
、
僧
伽

（
３
）

と
し
て
の
行
動
を
な
し
う
る
の
は
、
比
丘
衆
と
比
丘
尼
衆
の
み
で
あ
る
。
在
家
信
者
は
い
う
に
及
ば
ず
、
式
叉
摩
那
・
沙
弥
・
沙
弥
尼

も
僧
伽
の
決
定
に
参
加
す
る
資
格
は
な
い
。
即
ち
上
述
の
白
翔
磨
・
白
二
掲
磨
・
白
四
潟
磨
を
な
し
う
る
の
は
、
比
丘
僧
伽
と
比
丘
尼

僧
伽
の
み
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
こ
こ
で
い
う
「
七
衆
の
法
式
」
と
は
何
か
と
い
う
に
、
恐
ら
く
受
戒
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
在
家
信
者

は
五
戒
や
八
斎
戒
を
受
け
、
沙
弥
、
沙
弥
尼
は
十
戒
を
受
け
、
式
叉
摩
那
は
六
法
戒
、
比
丘
・
比
丘
尼
は
具
足
戒
を
受
け
る
。
こ
の
場

合
の
受
戒
の
作
法
に
は
、
き
め
ら
れ
た
規
則
が
あ
る
。
そ
の
規
則
通
り
の
作
法
に
し
た
が
っ
て
受
戒
を
し
な
い
と
、
戒
を
受
け
て
も
そ

の
受
戒
は
成
立
し
な
い
。
そ
の
儀
式
は
無
効
で
あ
る
。
即
ち
行
為
の
手
続
き
を
誤
る
と
、
そ
の
行
為
が
効
果
を
持
た
な
い
よ
う
な
そ
う

い
う
行
為
を
、
こ
こ
で
意
味
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
。
僧
伽
の
掲
磨
も
こ
の
意
味
の
行
為
で
あ
る
。
会
議
の
手
続
き
を
誤
る

と
、
そ
の
決
定
は
無
効
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
七
衆
の
法
式
を
「
任
持
す
る
」
行
為
が
、
第
二
の
カ
ル
マ
ン
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
「
任
持
」
と
い
う
点
に
第
二
の
カ
ル
マ
ン
の
意
味
が
あ
る
。
そ
の
任
持
と
は
、
行
為
の
決
定
が
強
制
力
を
持
つ
と
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
。
戒
を
受
け
る
と
、
そ
の
受
戒
が
、
そ
の
人
を
し
て
の
ち
の
ち
ま
で
も
戒
に
叶
う
行
為
を
な
さ
し
め
る
。
戒
を
守
ら
し
め
る
力
が

最
初
の
受
戒
と
い
う
行
為
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
戒
を
実
行
す
る
と
い
う
法
式
を
任
持
す
の
で
あ
る
。
こ
の
強
制
力
（
抑
制
力
）

の
意
味
は
、
第
三
の
カ
ル
マ
ン
の
業
の
因
果
の
力
と
は
異
な
る
。
業
の
因
果
力
は
人
間
の
意
志
を
超
え
た
も
の
て
あ
る
が
、
第
二
の
強

制
力
は
そ
の
人
の
心
を
束
縛
す
る
意
味
で
の
強
制
力
で
あ
る
。

第
二
の
カ
ル
マ
ン
に
は
、
密
教
で
い
う
護
摩
の
作
法
な
ど
も
加
え
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
誰
摩
の
作
法
の
手
続
を

二
八



『
薩
婆
多
部
毘
尼
摩
得
勒
伽
』
巻
一
に
は
「
幾
種
の
掲
磨
あ
り
や
」
と
問
い
、
「
百
一
種
の
潟
磨
あ
り
」
と
答
え
‐
翔
磨
が
す
べ
て

（
５
）

で
百
一
種
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
説
一
切
有
部
系
統
に
は
『
大
沙
門
百
一
鶏
磨
法
』
一
巻
が
あ
り
、
そ
の
冒
頭
に
「
白
翔
磨
二

十
四
、
白
二
溺
磨
四
十
七
、
白
四
翔
磨
三
十
」
と
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
根
本
説
一
切
有
部
系
統
の
『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
潟
磨
』

十
巻
に
は
、
白
掲
磨
二
十
二
、
白
二
潟
磨
四
十
七
、
白
四
朔
磨
三
十
二
を
挙
げ
、
そ
の
二
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
有
部
や
根

本
有
部
で
は
「
百
一
溺
磨
」
を
い
う
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
ら
は
律
蔵
に
あ
り
う
る
翔
磨
を
す
、
へ
て
枚
挙
し
て
、
し
か
も
そ
れ
を
百

一
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
律
蔵
に
は
こ
の
よ
う
に
多
く
の
掲
磨
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
律
蔵
に
は
か
な

り
多
く
の
掲
磨
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
律
蔵
に
当
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
掲
磨
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

し
か
し
こ
の
小
論
で
、
諸
律
の
潟
磨
を
す
べ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
先
ず
パ
ー
リ
律
に
説
か
れ
る
翔
磨
を
取
り
上

げ
る
こ
と
に
し
た
い
（
諸
律
と
の
比
較
研
究
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
）
。
ス
ク
マ
ー
ル
・
ダ
ッ
ト
命
．
己
宮
詐
）
は
、
パ
ー
リ
律
に
説
か

（
６
）

れ
る
潟
磨
を
、
次
の
如
く
二
十
種
二
十
五
示
し
て
い
る
。

律
蔵
と
カ
ル
マ
ン
二
九

誤
れ
ば
、
祈
祷
の
力
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
小
論
に
は
こ
れ
ら
の
カ
ル
マ
ン
の
区
別
に
つ
い
て
論
ず
る
余
裕
は
な
い

の
で
、
第
二
の
律
蔵
で
説
く
潟
磨
に
つ
い
て
少
し
く
論
述
し
た
い
。
律
蔵
の
禍
磨
に
は
、
人
数
の
点
か
ら
い
っ
て
、
四
比
丘
で
な
し
う

る
謁
磨
、
五
比
丘
で
な
す
掲
磨
、
十
比
丘
で
な
す
翔
磨
、
二
十
比
丘
で
な
す
掲
磨
等
の
別
が
あ
り
、
作
法
の
上
か
ら
は
白
掲
磨
・
白
二

（
４
）

鶏
磨
。
白
四
潟
磨
の
別
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
い
ま
は
触
れ
な
い
。
本
論
で
は
渇

磨
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
錫
磨
の
種
類



一
懲
罰
的
鶏
磨

765432 １
別
住
潟
磨
（
冨
国
ぐ
閑
四
）

ａ
不
覆
蔵
（
騨
冒
ｐ
ｏ
ｏ
ｇ
ｐ
ｐ
“
）
に
よ
る

ｂ
覆
蔵
念
昌
旨
呂
四
目
ロ
四
）
に
よ
る

Ｃ
本
日
治
（
日
巳
劇
国
冨
は
暦
め
め
自
国
）
に
よ
る

．
合
一
別
住
（
闇
目
８
目
ロ
沙
）

５
駆
出
潟
磨
（
冒
ｇ
翌
四
昌
樹
）

６
下
意
潟
磨
（
冨
言
圏
国
昌
冒
）

７
挙
罪
潟
磨
（
ロ
匡
自
の
冒
昌
冒
）

ａ
↑
罪
を
見
ざ
る
に
よ
り
（
掛
目
は
薗
且
尉
閨
国
①
）

ｂ
罪
を
俄
悔
せ
ざ
る
に
よ
り
（
号
四
甚
乱
四
噌
呉
時
自
己
日
の
）

Ｃ
悪
見
を
捨
て
ざ
る
に
よ
り
（
凰
己
圃
冨
会
寓
言
乱
砦
冒
ロ
ロ
届
＄
閥
①
）

８
顕
示
掲
磨
（
冒
圃
閨
昌
冨
）

９
梵
壇
罰
（
耳
昌
日
且
騨
且
騨
）

摩
那
唾
（
日
目
鼻
３
）

苦
切
掲
磨
（
甘
言
国
辱
、

依
止
朔
磨
（
日
切
困
冨
）

駆
出
潟
磨
（
冒
ｇ
翌
閏

下
意
潟
磨
（
冨
冨
悶
国
］

挙
罪
潟
磨
（
ロ
匡
自
の
冒

一
罪
を
見
ざ
る
に
よ
り

別
住
（
闇
ｇ
ｏ

（
昌
肖
倒
口
印
計
汁
四
）

（
汁
四
ご
凹
円
昌
昌
四
）

三

○



１
筧
罪
相
翔
磨
（
冨
吻
唖
騨
‐
冒
回
ご
騨
曾
園
）

２
如
草
覆
地
言
隠
‐
ぐ
ゅ
茸
自
国
菌
）

ダ
ッ
ト
は
パ
ー
リ
律
か
ら
以
上
の
如
き
掲
磨
を
取
り
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
潟
磨
は
律
蔵
と
し
て
は
重
要
な
掲
磨
で
あ
る
。
し
か

し
細
か
に
見
れ
ば
、
パ
ー
リ
律
か
ら
は
尚
多
く
の
鶏
磨
を
取
り
出
し
う
る
。
こ
こ
に
は
．
〈
－
リ
律
に
説
く
す
寺
へ
て
の
潟
磨
を
取
り
出
し

説
明
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
紙
面
の
許
す
限
り
、
。
〈
－
リ
律
に
説
く
溺
磨
を
検
討
し
た
い
。

三 二

律
蔵
と
カ
ル
マ
ン

非
訓
練
的
・
非
懲
罰
的
溺
磨

１
具
足
戒
翔
磨
（
ロ
冨
困
日
冒
目
）

２
布
薩
鶏
磨
（
息
Ｏ
３
目
Ｐ
）

３
結
界
翔
磨
（
留
日
中
園
目
冨
）

４
自
窓
鶏
磨
（
冒
副
３
３
）

５
カ
チ
ナ
掲
磨
（
冨
冒
冒
騨
）

６
知
事
選
任
翔
磨

７
房
舎
受
納
溺
磨

８
営
事
比
丘
専
有
掲
磨

９
出
罪
翔
磨
（
§
ず
目
ロ
倭
）

変
則
的
翔
磨

三



律
蔵
で
は
、
掲
磨
は
主
と
し
て
「
權
度
部
」
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
戒
律
の
条
文
に
関
係
す
る
掲
磨
も
少
く
な
い
。
波
逸

提
法
第
六
三
条
の
戒
文
に
「
何
れ
の
比
丘
と
雌
も
、
識
事
が
如
法
に
解
決
し
た
の
を
知
り
つ
つ
、
再
び
掲
磨
せ
ん
と
騒
げ
ば
波
逸
提
で

（
７
）

あ
る
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
「
再
び
掲
磨
に
」
（
冒
国
昌
国
日
日
身
画
）
の
語
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
条
文
が
で
き
た
と
き
に
は
、
謡
事
を

掲
磨
作
法
に
よ
っ
て
裁
決
す
る
と
い
う
仕
方
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
波
逸
提
法
第
七
九
条
に
も
「
如
法
の
掲
磨
に
欲

（
８
）

を
与
え
て
」
食
冨
冒
目
昇
習
幽
昌
冨
目
白
目
四
目
・
冨
且
幽
昌
３
曹
巴
と
あ
り
、
条
文
中
に
「
鶏
磨
」
の
語
が
現
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
波
羅
提
木
叉
が
成
立
し
た
と
き
に
は
、
掲
磨
作
法
も
確
立
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
古
く

遡
り
う
る
か
は
決
定
で
き
な
い
。
し
か
し
恐
ら
く
佛
陀
に
よ
っ
て
潟
磨
作
法
が
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
比
丘
の
波
羅
提
木
叉
か
ら
見
て
い
く
と
、
第
一
の
波
羅
夷
法
四
条
に
は
、
掲
磨
は
説
か
れ
な
い
。
波
羅
夷
罪
を
犯
し
た
比
丘
は

自
動
的
に
比
丘
の
資
格
を
失
う
の
で
あ
り
、
無
条
件
に
僧
伽
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
故
に
掲
磨
に
か
け
て
審
議
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
波
羅
夷
罪
を
犯
し
た
比
丘
が
自
己
の
罪
を
認
め
ず
、
他
か
ら
訴
え
ら
れ
た
場
合
に
は
掲
磨
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

い
わ
ゆ
る
挙
罪
鶏
磨
は
そ
の
た
め
に
あ
る
。
な
お
波
羅
夷
罪
を
犯
せ
ば
自
動
的
に
比
丘
の
資
格
を
失
う
が
、
た
だ
婬
戒
の
場
合
の
み
は

一
点
の
覆
蔵
心
も
な
く
直
ち
に
発
露
し
て
、
し
か
も
僧
伽
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
望
む
な
ら
ば
、
比
丘
と
し
て
で
は
な
く
、
与
学
沙
弥
あ

（
９
）

る
い
は
波
羅
夷
学
悔
と
し
て
僧
伽
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
白
四
掲
磨
に
よ
っ
て
彼
を
与
学
沙
弥
と
し
て
僧

伽
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
す
。
こ
の
場
合
に
は
掲
磨
を
用
い
る
が
、
こ
れ
は
特
例
で
あ
る
。
『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
潟
磨
』
で
は
、

（
、
）

こ
の
掲
磨
を
「
犯
波
羅
市
迦
人
授
其
学
法
白
四
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
も
こ
の
特
例
は
漢
訳
諸
律
に
は
説
く
が
、
。
ハ
ー
リ
律
に
は
説

三
僧
残
法
に
関
係
す
る
錫
磨
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二



い
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
後
世
の
成
立
で
あ
ろ
う
。
波
羅
夷
法
に
は
原
則
と
し
て
潟
磨
を
適
用
し
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
の
僧
残
法
に
は
掲
磨
が
関
係
す
る
。
関
係
す
る
の
は
、
第
六
条
「
無
主
作
房
戒
」
、
第
七
条
「
有
主
作
房
戒
」
、
第
八
条
「
無
根

波
羅
夷
誇
他
戒
」
、
な
ら
び
に
第
十
条
以
下
の
三
諫
に
よ
っ
て
僧
残
罪
が
成
立
す
る
四
条
で
あ
る
。

第
六
条
「
無
主
作
房
戒
」
と
は
、
房
を
作
る
の
に
建
築
の
施
主
が
な
く
、
比
丘
が
自
力
で
材
料
を
乞
い
集
め
て
房
を
作
る
場
合
で
あ

る
。
施
主
の
あ
る
場
合
は
大
房
を
作
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
が
、
施
主
の
な
い
場
合
は
小
房
を
作
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し

か
も
両
者
の
場
合
共
に
、
房
を
作
る
「
場
所
」
に
関
し
て
僧
伽
の
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
僧
伽
の
許
可
が
「
白
二
掲
磨
」

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
原
始
佛
教
の
時
代
に
中
イ
ン
ド
で
、
土
地
所
有
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
明
ら
か
で
な
い
。
す

で
に
米
作
農
業
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
耕
作
地
に
関
し
て
は
個
人
の
所
有
が
認
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以
外

の
原
野
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
有
権
は
明
確
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
比
丘
が
自
己
の
住
房
を
作
る
場
合
、
土
地
に
つ

い
て
所
有
者
の
許
可
を
得
る
尋
へ
き
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
単
に
蟻
な
ど
の
小
動
物
を
害
し
な
い
よ
う
な
「
無
難
処
」
（
四
目
目
目
９
画
）

で
あ
っ
て
、
広
々
と
し
た
空
地
（
「
有
行
処
」
の
眉
胃
涛
冨
日
鯉
口
沙
ゞ
通
行
可
能
な
と
こ
ろ
）
を
選
ぶ
蕊
へ
き
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
房

を
村
中
に
作
っ
た
り
、
道
路
上
に
作
っ
た
り
す
れ
ば
世
間
の
迷
惑
に
な
る
か
ら
、
土
地
の
選
定
に
は
気
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
比
丘
が
自
己
の
判
断
の
み
で
土
地
を
決
定
す
る
の
を
禁
じ
、
僧
伽
の
許
可
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

㈹
ハ
ー
リ
律
に
よ
る
と
「
房
舎
を
作
ら
ん
と
す
る
比
丘
は
、
房
を
作
る
地
所
を
清
掃
し
、
僧
伽
に
至
り
、
偏
祖
右
肩
し
、
．
…
・
・
合
掌
し

（
Ⅱ
）

て
次
の
如
く
言
う
尋
へ
し
」
と
あ
り
、
許
可
を
僧
伽
に
乞
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
度
く
り
返
し
て
乞
う
。
そ
れ
に

（
皿
）

対
し
て
、
「
若
し
僧
伽
の
全
員
が
房
舎
の
地
所
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
僧
伽
の
全
員
で
検
査
す
べ
き
で
あ
る
」
。
し
か

し
僧
伽
の
全
員
で
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
代
表
の
比
丘
を
選
任
し
て
、
彼
に
検
査
せ
し
め
る
。
そ
の
代
表
比
丘
を
選
任
す
る

窪
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選
任
さ
れ
た
比
丘
は
そ
の
土
地
を
見
て
、
無
難
処
有
行
処
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
僧
伽
に
報
告
す
る
。
そ
の
あ
と
で
房
舎
を
作
る

比
丘
は
、
僧
伽
に
た
い
し
て
「
作
処
の
指
示
」
を
乞
う
の
で
あ
る
。
三
乞
す
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
僧
伽
は
白
二
掲
磨
に
よ
っ
て
、
如

上
の
地
所
を
作
処
と
し
て
指
定
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
末
尾
の
罪
の
判
定
の
箇
所
に
も
「
白
二
溺
磨
に
よ
っ
て
房
舎
の
地
所
が
指
示
さ

（
型
）

れ
ず
し
て
目
茸
ａ
具
匂
の
ロ
凹
冨
白
日
の
ロ
四
百
言
弓
騨
＃
冒
日
口
四
号
印
名
昇
鼠
：
。
…
僧
残
な
り
」
と
あ
り
、
僧
伽
の
承
認
な
し
に
房
舎
を

作
れ
ば
僧
残
罪
に
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
の
僧
残
法
第
六
条
の
条
文
の
中
に
は
、
「
僧
伽
の
指
示
」
と
い
う
こ
と
は
明

（
巧
）

示
さ
れ
て
い
な
い
。
単
に
「
諸
比
丘
に
よ
り
て
、
無
難
処
有
行
処
に
地
所
が
指
示
さ
る
ゞ
へ
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
諸
比
丘
」
と

い
う
の
が
、
条
文
解
釈
で
は
「
僧
伽
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
僧
残
法
第
六
条
の
条
文
が
で
き
た
と
き
に
は
、

ま
だ
僧
伽
の
制
度
が
十
分
に
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
山
窟
（
厨
目
）
、
洞
窟
（
唱
冨
）
、
草
屋
言
冒
百
ｓ
を
作
る

（
鴫
）

場
合
は
、
許
可
は
要
ら
な
い
と
い
う
。

次
の
僧
残
法
第
七
条
「
有
主
作
房
戒
」
の
条
文
解
釈
中
に
も
、
「
白
二
鶏
磨
に
よ
っ
て
精
舎
の
地
所
を
指
示
せ
ら
れ
ず
し
て
、
（
精

．
（
〃
）

舎
を
作
る
な
ら
ば
）
僧
残
罪
で
あ
る
」
と
示
し
て
お
り
、
同
様
な
掲
磨
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
故
に
大
房
を
作
る
場
合
に
も
、
土
地
は

無
主
の
土
地
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
若
し
所
有
者
か
ら
土
地
を
提
供
せ
ら
れ
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
僧
伽
の
調
査
は
不
必
要
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
無
主
地
の
利
用
が
い
つ
ま
で
も
つ
づ
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
。

（
肥
）

『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
掲
磨
』
で
は
、
こ
れ
ら
の
潟
磨
は
一
‐
観
造
小
房
地
白
二
・
観
造
大
寺
地
白
二
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お

鶏
磨
の
「
白
」
の
中
に
「
某
甲
比
丘
と
某
甲
比
丘
と
を
選
ん
で
、
房
舎
の
地
所
を
検
査
す
る
こ
と
を
許
し
た
ま
え
」
の
語
が
あ
る
。
即

ち
複
数
の
比
丘
を
代
表
に
選
ん
で
、
検
査
せ
し
め
る
。
こ
の
代
表
比
丘
を
選
任
す
る
溺
磨
は
白
二
掲
磨
で
あ
る
。
そ
の
溺
磨
作
法
も
示

（
Ｂ
）

さ
れ
て
い
る
。

三
四



房
舎
の
土
地
が
無
難
処
有
行
処
で
あ
る
か
否
か
を
検
査
す
る
比
丘
を
選
任
す
る
掲
磨
は
、
僧
伽
の
知
事
比
丘
を
選
任
す
る
溺
磨
の
一
種

で
あ
る
。
こ
れ
は
『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
掲
磨
』
に
は
、
と
く
に
別
出
し
て
示
し
て
い
な
い
。

次
は
僧
残
法
第
八
条
「
無
根
波
羅
夷
誘
他
戒
」
に
、
僧
伽
の
知
事
比
丘
の
選
任
溺
磨
が
あ
る
。
こ
の
条
文
は
、
慈
・
地
二
比
丘
が
妹

の
慈
比
丘
尼
を
そ
そ
の
か
し
て
、
沓
婆
摩
羅
子
（
ロ
：
冨
冨
邑
砦
具
国
）
に
慈
比
丘
尼
が
犯
さ
れ
た
と
、
い
つ
わ
っ
て
佛
陀
に
訴
え
、

無
根
の
波
羅
夷
罪
で
清
浄
比
丘
を
誘
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
制
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
無
実
の
罪
で
清
浄
比
丘
を
誹
誘
す
れ
ば

訴
え
ら
れ
た
比
丘
は
当
然
そ
れ
を
否
定
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
に
靜
い
が
起
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
諏
事
を
ど
の
よ
う
に
裁

（
四
）

定
す
る
か
の
問
題
は
、
七
滅
靜
法
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
運
用
は
「
健
度
部
」
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
僧
残
法
第
八
条
で
は
、
そ
の

点
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
は
そ
の
因
縁
課
に
、
沓
婆
摩
羅
子
が
自
ら
志
望
し
て
僧
伽
の
「
分
房
舎
人
・
差
次
請

食
人
」
に
な
っ
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
僧
伽
の
精
舎
は
比
丘
達
が
公
平
に
利
用
す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
僧
伽
に
は
、
房
舎

を
公
平
に
分
配
す
る
「
分
房
舎
人
」
（
の
①
目
３
口
名
目
目
冨
冨
）
と
い
う
知
事
比
丘
が
い
る
。
公
平
で
あ
っ
て
、
分
配
に
巧
み
な
比
丘

が
選
任
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
篤
信
の
信
者
が
僧
伽
に
た
い
し
て
、
請
食
を
申
し
出
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
僧
伽
は
比
丘
た
ち
を
Ⅲ

次
に
そ
の
信
者
の
家
に
さ
し
向
け
る
。
こ
れ
は
、
請
食
を
公
平
に
受
け
る
た
め
で
あ
る
。
請
食
は
、
乞
食
よ
り
も
美
食
で
あ
る
こ
と
が

多
い
。
こ
の
請
食
を
受
け
る
順
序
を
き
め
る
の
が
「
差
次
請
食
人
」
（
ｇ
四
ヰ
ロ
目
①
⑳
曾
冨
）
と
い
う
知
事
比
丘
で
あ
る
。
こ
の
役
も
公
平

で
あ
っ
て
、
差
と
不
差
と
を
知
る
人
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
沓
婆
摩
羅
子
は
適
任
者
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
希
望
に
よ
っ
て
、

彼
が
僧
伽
の
「
分
房
舎
人
・
差
次
請
食
人
」
に
選
任
さ
れ
た
。
こ
の
選
任
は
白
二
溺
磨
で
な
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
そ
の
全
文
を
示
す
の

（
釦
）

は
略
す
が
、
し
か
し
そ
の
作
法
が
僧
残
法
第
八
条
の
因
縁
證
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
掲
磨
』
に
は
「
差
分

（
副
）

房
人
白
二
」
が
あ
る
。
但
し
「
差
次
請
食
人
」
に
つ
い
て
は
言
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
分
飯
人
白
二
・
分
粥
人
白
二
」
等
が
あ
る
。
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以
上
の
知
事
比
丘
の
選
任
は
、
僧
残
法
第
八
条
「
無
根
波
羅
夷
誘
他
戒
」
の
条
文
の
内
容
と
直
接
に
関
係
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
型
）

僧
残
法
十
三
条
を
ま
と
め
る
言
葉
の
中
に
「
九
は
最
初
か
ら
罪
と
な
り
、
四
は
三
（
諫
）
に
し
て
罪
と
な
る
」
と
あ
る
。
即
ち
十
三

条
の
う
ち
、
最
初
の
九
条
は
犯
し
た
時
に
僧
残
罪
と
な
る
。
例
え
ば
そ
の
第
一
条
「
故
出
精
戒
」
、
第
二
条
「
摩
触
女
人
戒
」
等
は
そ
れ

で
あ
る
。
精
杢
泄
ら
し
、
女
人
と
肌
を
触
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
っ
て
僧
残
罪
が
成
立
す
る
。
し
か
し
第
十
条
か
ら
十
三
条
ま
で
の
四
条

は
こ
れ
と
事
情
が
異
な
る
。
例
え
ば
第
十
条
は
「
破
僧
遠
諫
戒
」
で
あ
る
が
～
こ
れ
は
破
僧
を
企
て
た
と
い
う
だ
け
で
直
ち
に
僧
残
罪

に
な
る
の
で
は
な
い
。
破
僧
を
企
て
た
比
丘
は
諫
告
さ
れ
る
。
最
初
は
知
人
、
友
人
等
の
比
丘
が
私
的
に
諫
告
す
る
。
し
か
し
そ
れ

で
も
企
て
を
捨
て
な
い
時
、
僧
中
に
お
い
て
掲
磨
に
よ
っ
て
諫
告
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
白
四
潟
磨
」
の
作
法
で
諫
告
す
る
。
し
か
し

僧
残
法
第
十
条
「
破
僧
遠
諫
戒
」
の
条
文
に
は
、
諫
告
の
こ
と
は
「
彼
の
比
丘
は
、
諸
比
丘
に
よ
り
て
か
く
言
わ
る
べ
き
な
り
」
（
”
。

（
羽
）

ず
巨
匡
合
口
ご
豆
］
鳥
目
亘
①
句
、
日
餌
の
の
ゆ
く
四
３
国
ｑ
ｏ
）
と
あ
る
の
み
で
「
僧
伽
に
よ
り
て
か
く
言
わ
る
べ
し
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
即

ち
条
文
で
は
、
こ
の
諫
告
が
僧
伽
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
へ
き
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
こ
の
僧
残
法
の
条
文
が
制
定
さ
れ
た
時
に
は
、
ま
だ
「
僧
伽
に
よ
る
諫
告
」
と
い
う
方
法
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
条
文
解
釈
の
部
分
で
は
、
条
文
中
の
「
諸
比
丘
に
よ
り
て
」
を
説
明
し
て
、
諸
比
丘
と
い
う
の
は
、
破
僧
を
企

て
た
比
丘
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
他
比
丘
の
こ
と
で
あ
る
と
な
し
、
最
初
は
彼
等
が
諫
告
す
る
。
彼
等
が
三
度
諫
告
し
て
も
そ
の
企

て
を
捨
て
な
い
時
、
そ
の
比
丘
は
「
僧
伽
の
中
」
（
函
昌
答
沙
日
豊
富
）
に
引
か
れ
て
き
て
、
そ
こ
で
諫
告
さ
れ
る
。
つ
い
で
諫
告
の
仕

方
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
破
僧
の
企
て
を
捨
て
し
め
る
た
め
に
諫
告
す
る
と
い
う
「
白
」
と
、
こ
の
白
を
三
度
く
り
返
し
て
述

零
へ
る
三
掲
磨
と
よ
り
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
白
に
よ
り
て
突
吉
羅
、
二
掲
磨
語
に
よ
り
て
愉
蘭
遮
、
掲
磨
語
お
わ
る
こ
と
に
お
い

（
型
）

て
僧
残
罪
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
僧
中
諫
が
白
四
掲
磨
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
場

三
一
一
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合
、
僧
残
罪
が
成
立
す
る
の
は
、
三
掲
磨
が
完
了
し
た
時
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
捨
て
れ
ば
僧
残
罪
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ

の
戒
を
乱
ぐ
四
冨
武
百
百
（
三
度
に
至
っ
て
罪
と
な
る
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
、
三
諫
に
至
っ
て
僧
残
罪
が
成
立
す
る
の
は
、
第
十
条
の
み
で
な
く
、
第
十
一
条
「
助
破
僧
違
諫
戒
」
、
第
十
二
条
「
悪
性
拒
僧

（
妬
）

諫
戒
」
、
第
十
三
条
「
汚
家
悪
行
拒
僧
諫
戒
」
等
も
同
様
で
あ
る
。
即
ち
第
十
一
条
は
、
破
僧
を
企
て
た
比
丘
の
伴
党
と
な
っ
た
比
丘

た
ち
に
対
し
て
、
三
諫
す
る
場
合
。
第
十
二
条
は
、
破
戒
し
て
他
か
ら
忠
告
さ
れ
て
も
受
け
入
れ
な
い
比
丘
に
た
い
し
て
三
諫
す
る
場

合
。
第
十
三
条
は
汚
家
悪
行
を
な
し
て
信
者
の
浄
信
を
破
壊
し
た
比
丘
は
↑
そ
の
土
地
か
ら
駆
出
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
処
置
に

不
満
を
述
べ
て
受
け
入
れ
な
い
場
合
に
三
諫
す
る
。

以
上
の
四
条
に
お
い
て
、
諫
告
は
条
文
で
は
「
こ
の
比
丘
は
諸
比
丘
に
よ
り
て
か
く
言
わ
る
べ
し
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
条
文
解
釈

で
は
す
兼
へ
て
、
他
比
丘
に
よ
る
諫
告
と
、
僧
伽
諫
と
の
二
通
り
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
個
人
の
比
丘
の
忠
告
は
強
制
力
が
な
い
。
僧
伽

（
お
）

の
意
志
で
諫
告
し
、
そ
れ
に
随
わ
な
い
比
丘
に
は
懲
罰
を
課
す
る
。
こ
の
と
き
、
諫
告
の
実
際
的
効
果
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
条
文
に

は
「
諸
比
丘
に
よ
り
て
」
と
あ
っ
て
も
、
僧
伽
の
組
織
が
整
備
さ
れ
た
あ
と
は
、
僧
伽
諫
の
形
式
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
僧
残
法

に
関
し
て
は
「
白
四
掲
磨
」
が
四
つ
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
前
述
の
『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
掲
磨
』
で
は
、
こ
れ
ら
は
「
諫
破
僧
伽
白

（
”
）

四
・
諫
助
破
僧
伽
白
四
・
違
悩
衆
教
白
四
・
駆
擴
白
四
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
な
お
僧
祇
律
で
は
諫
告
は
、
一
人
諫
・
衆
多
人
諫
・
僧

伽
諫
と
三
重
に
な
っ
て
い
る
。
他
律
に
も
若
干
の
違
い
が
あ
る
。

僧
残
罪
を
犯
し
た
者
に
た
い
し
て
は
、
謹
慎
を
課
す
る
「
マ
ー
ナ
ッ
タ
白
四
掲
磨
」
そ
の
後
の
「
出
罪
白
四
掲
磨
」
、
僧
残
罪
を
犯

し
て
覆
蔵
し
て
い
た
者
に
課
す
る
「
別
住
白
四
掲
磨
」
そ
の
他
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
掲
磨
の
説
明
は
「
鍵
度
部
」
に
あ
る
。
こ
れ
ら

も
白
四
掲
磨
で
あ
る
が
、
白
四
溺
磨
は
議
題
（
白
）
を
述
慧
へ
た
あ
と
で
、
三
度
く
り
返
し
て
可
否
を
問
う
（
三
掲
磨
）
も
の
で
、
重
要

律
蔵
と
カ
ル
マ
ン
三
七



次
の
捨
堕
法
に
は
溺
磨
に
関
係
す
る
条
文
が
多
い
。
捨
堕
法
と
は
、
所
有
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
物
を
所
有
し
て
い
た
場
合
に
陥
る
罪

で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
法
に
触
れ
た
物
の
所
有
を
放
棄
し
て
、
し
か
し
て
後
に
波
逸
提
の
戯
悔
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
法

に
触
れ
た
物
は
、
個
人
の
比
丘
に
対
し
て
放
棄
し
て
も
よ
い
が
、
二
三
人
の
比
丘
前
に
放
棄
し
て
も
よ
い
。
さ
ら
に
僧
仇
に
た
い
し
て

放
棄
し
て
も
よ
い
。
何
れ
の
場
合
に
も
放
棄
し
た
物
は
、
本
人
に
返
還
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
再
度
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
ろ
う
が

（
詔
）

し
か
し
そ
の
際
に
は
便
法
が
あ
り
、
「
浄
法
」
に
よ
っ
て
罪
に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。

捨
堕
法
第
一
条
は
「
長
衣
戒
」
で
あ
り
バ
ー
揃
の
三
衣
以
外
の
布
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
余
分
の
布
は
十
日
以
上
所
有

し
て
い
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
条
文
に
触
れ
た
布
（
衣
）
は
放
棄
す
る
。
こ
れ
が
僧
伽
に
放
棄
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
現
前
僧
伽

の
所
有
物
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
現
前
僧
伽
は
そ
れ
を
自
由
に
処
分
し
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
本
人
に
返
還
す
る
の
が
こ
の
際
の
き

き
は
「
鍵
度
部
」
に
説
か
打

磨
作
法
は
説
か
れ
て
い
な
い

僧
残
法
の
次
に
は
不
定
法
二
条
が
あ
る
が
、
不
定
法
に
は
渇
磨
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
不
定
と
い
っ
て
も
罪
が
決
定
し
な
い
と
い
う

意
味
で
は
な
い
。
調
査
の
結
果
、
罪
を
決
定
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
調
査
は
僧
伽
が
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
際

に
は
溺
磨
作
法
が
通
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
訴
え
ら
れ
た
比
丘
を
ど
の
よ
う
に
調
査
し
、
裁
判
す
る
か
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
手
続

き
は
「
鍵
度
部
」
に
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
不
定
法
は
条
文
そ
の
も
の
の
中
に
潟
磨
を
含
ん
で
い
な
い
し
、
因
縁
認
の
中
に
も
潟

な
議
題
の
決
定
に
採
用
さ
れ
る
。
さ
き
の
知
事
比
丘
選
任
掲
磨
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
の
で
、
白
二
掲
磨
に
よ
る
。
こ
れ
は
白
を

唱
え
た
あ
と
に
、
一
溺
磨
す
る
作
法
で
あ
る
。

四
捨
堕
法
に
関
係
す
る
溺
磨

三
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ま
り
で
あ
る
。
但
し
条
文
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
規
則
は
な
い
。
条
文
解
釈
の
中
に
あ
る
。
。
ハ
ー
リ
律
に
は
「
時
に
六
群
比
丘
は
拾

衣
を
還
与
せ
ず
。
世
尊
に
こ
の
こ
と
を
告
げ
た
り
。
諸
比
丘
よ
、
捨
衣
を
還
与
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
還
与
せ
ざ
る
も
の
は
突
吉
羅
な

（
羽
）り

」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
僧
伽
に
捨
せ
ら
れ
た
衣
は
、
白
掲
磨
に
よ
っ
て
本
人
に
還
与
さ
れ
る
。
そ
の
作
法

（
鋤
）

が
。
ハ
ー
リ
律
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
白
掲
磨
」
と
明
記
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
形
式
は
明
ら
か
に
白
期
磨
の
作
法
で
あ
る
。

こ
れ
は
本
人
に
返
還
す
る
の
が
き
ま
り
で
あ
る
の
で
、
と
く
に
白
二
、
白
四
を
用
い
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
捨
堕
法
第
二
条
「
離
三
衣
戒
」
は
、
比
丘
は
三
衣
を
つ
ね
に
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
戒
で
あ
る
。
し
か
し
四
六
岬
中
三
衣
を
身

に
つ
け
て
い
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
日
中
は
身
体
か
ら
離
し
て
も
よ
い
が
、
寝
る
と
き
に
は
必
ら
ず
身
体
の
近
く
に
股
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
破
る
と
「
離
衣
宿
」
と
い
う
。
更
に
「
身
の
近
く
」
と
は
ど
れ
程
の
距
離
か
と
い
う
点
で
、
神
威
に
は
詳
し
い

説
明
が
あ
る
。
離
衣
宿
に
な
ら
な
い
範
囲
を
「
不
失
衣
界
」
と
い
う
。
こ
の
定
め
ら
れ
た
範
川
内
に
三
衣
が
あ
れ
ば
、
三
衣
に
離
れ
て

脈
っ
て
も
不
失
衣
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
比
丘
は
三
衣
を
つ
ね
に
所
持
す
べ
き
で
あ
る
が
、
病
比
丘
が
旅
行
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
三
衣
が
重
く
て
所
持
で
き
な

い
場
合
が
あ
る
。
か
か
る
場
合
に
は
、
僧
伽
の
許
可
を
得
て
三
衣
の
う
ち
の
若
干
を
持
た
な
い
で
宿
泊
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を

「
不
失
衣
認
可
」
（
四
ぐ
ぢ
園
ぐ
閉
四
‐
ｍ
四
日
目
ロ
ｇ
と
い
う
。
こ
の
場
合
に
、
不
失
衣
認
可
を
望
む
比
丘
は
、
病
気
の
た
め
に
三
衣
を
持
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
述
べ
て
、
不
失
衣
認
可
を
三
度
乞
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
僧
伽
は
白
二
鶏
磨
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
認
可
す

〈
証
）

る
。
そ
の
作
法
が
こ
の
条
文
の
因
縁
謹
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
形
式
は
白
二
掲
磨
で
あ
る
。
『
根
本
有
部
律
百
一
掲
磨
』
の
司
不

離
僧
伽
砥
衣
白
二
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
根
本
有
部
律
で
は
三
衣
の
中
の
僧
伽
梨
だ
け
の
離
衣
宿
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
述
の
如
く
「
不
失
衣
認
可
」
は
僧
伽
の
な
す
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
捨
堕
法
第
二
条
の
条
文
中
に
は
「
比
丘
の
認
可
を
除
い
て
」

律
韮
峰
と
カ
ル
マ
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次
に
捨
堕
法
第
一
四
条
に
「
減
六
年
作
臥
具
戒
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
比
丘
が
「
臥
目
ご
を
作
っ
た
場
合
に
は
、
六
年
間
は
そ
れ
を
使

用
す
べ
き
で
あ
り
、
途
中
で
そ
れ
を
捨
て
て
新
調
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
戒
で
あ
る
。
こ
の
「
サ
ン
タ
タ
」
（
団
員
冨
圃
）
が
臥
具

で
あ
る
か
、
坐
具
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
三
衣
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
が
、
い
ま
は
触
れ
な
い
。
こ
の
場
合

に
も
、
病
比
丘
が
旅
行
す
る
時
、
臥
具
が
重
く
て
持
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
僧
伽
の
許
可
を
受
け
て
「
軽
い
臥
具
」

を
作
っ
て
も
よ
い
。
即
ち
病
比
丘
は
、
六
年
以
内
で
も
新
臥
具
を
作
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
臥
具
の
認
可
」
（
圏
昌
昏
四
国
‐

（
鍋
）

３
日
目
ロ
ｇ
と
い
う
。
こ
の
「
臥
具
の
認
可
」
も
白
二
翔
磨
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
但
し
こ
の
場
合
も
，
条
文
で
は
「
比
丘
の
認
可
を

除
い
て
」
と
あ
り
、
僧
伽
の
認
可
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

つ
ぎ
に
捨
堕
法
第
十
八
条
「
受
蓄
金
銀
戒
」
は
、
比
丘
に
金
銀
銭
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
戒
で
あ
る
。
但
し
戒
文
の
中
に
は
「
金

銀
」
（
苗
圃
目
圃
引
且
四
国
）
と
の
み
あ
っ
て
、
「
銭
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
故
に
条
文
が
固
定
し
た
時
代
に
は
中
イ
ン
ド
に
は
、
ま
だ

「
銭
」
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
条
文
解
釈
に
お
い
て
は
、
苗
国
昌
冒
（
生
色
・
金
）
を
患
詐
冒
ぐ
眉
目
と
説
明

し
、
国
巷
冨
を
冒
剖
鳥
僅
（
銭
、
銀
貨
？
）
・
］
○
冨
日
劉
鳥
Ｐ
（
銅
銭
）
・
目
昌
冒
倒
隣
冨
（
木
銭
）
・
載
冒
冒
倒
騨
冨
（
ラ
ッ
ク
銭
）
等

と
説
明
し
て
い
る
。
と
も
か
く
金
銀
銭
は
比
丘
は
全
く
所
持
を
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
持
っ
て
お
れ
ば
、
こ
の
条
文
に
触
れ
る
。

（
型
）

こ
の
場
合
に
は
、
一
比
丘
、
二
三
人
比
丘
に
捨
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
必
ら
ず
僧
伽
に
捨
す
る
の
で
あ
る
。

銭
が
僧
伽
に
捨
て
ら
れ
た
場
合
、
浄
人
や
優
婆
塞
が
居
っ
て
、
そ
の
銭
を
拾
っ
て
、
そ
れ
で
食
物
等
を
買
っ
て
き
た
場
合
に
は
、
金

銭
を
所
持
し
て
い
た
比
丘
を
除
い
て
、
他
の
比
丘
は
受
用
し
て
よ
い
。
但
し
比
丘
た
ち
が
、
浄
人
や
優
婆
塞
に
「
こ
の
銭
で
物
を
買
っ

、
１
１
《

（
四
国
ロ
騨
計
吋
騨
ご
壹
臣

と
が
知
ら
れ
る
。

四
○

（
亜
）

ｇ
房
匡
Ｅ
“
四
目
目
一
日
乱
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
条
文
の
成
立
の
時
に
は
僧
伽
の
制
度
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ



金
銀
銭
の
場
合
の
み
は
、
拾
し
た
も
の
を
犯
戒
比
丘
に
還
与
し
な
い
が
、
他
の
場
合
は
す
、
へ
て
還
与
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
但

し
捨
堕
法
第
二
二
条
「
乞
鉢
戒
」
の
場
合
に
も
、
特
殊
な
制
裁
が
あ
る
。
比
丘
が
食
鉢
を
得
た
場
合
に
は
、
鉢
に
割
れ
目
が
で
き
て
も

修
繕
し
て
使
用
す
べ
き
で
あ
り
、
五
綴
ま
で
は
新
鉢
と
か
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
規
則
を
示
す
の
が
へ
捨
堕
法
第
二
二
条
で
あ
る
。

五
綴
に
至
ら
ず
し
て
新
鉢
を
求
む
る
な
ら
ば
↑
彼
は
そ
の
新
鉢
を
比
丘
の
衆
中
（
ｇ
房
唇
ロ
富
国
３
）
に
捨
っ
》
へ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
比

丘
た
ち
が
上
座
か
ら
順
次
に
、
自
己
の
鉢
と
新
鉢
と
を
交
換
し
、
最
後
に
残
っ
た
最
下
鉢
を
そ
の
比
丘
に
与
え
る
。
そ
の
比
丘
は
そ
の

（
師
）

鉢
を
こ
わ
れ
る
ま
で
受
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
条
文
の
中
に
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
が
現
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
に
も
条
文
中
に
は
「
比
丘
衆
中
に
捨
て
る
」
と
あ
る
が
、
条
文
解
釈
で
は
「
僧
伽
に
捨
て
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ

（
兜
）

し
て
僧
伽
は
「
分
鉢
人
」
（
ｇ
洋
閣
渦
目
冒
冨
）
を
選
任
し
、
鉢
の
交
換
を
な
さ
し
め
る
。
こ
の
分
鉢
人
の
選
任
は
白
二
溺
磨
で
な
さ
れ

る
。
他
の
知
事
比
丘
の
選
任
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

律
蔵
と
カ
ル
マ
ン
四
一

て
こ
い
」
等
と
指
示
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
情
に
通
じ
た
浄
人
や
優
婆
塞
が
居
な
い
場
合
に
は
、
「
五
法
を
具
す
る
捨
金
銀
比
丘
（
昌
営
冨
○
冨
怠
騨
冨
）
」
を
選

出
し
て
、
彼
に
そ
の
金
銀
を
捨
て
し
め
る
。
あ
と
か
ら
自
分
で
こ
っ
そ
り
拾
い
に
行
く
よ
う
な
比
丘
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
そ

（
弱
）

う
い
う
こ
と
の
な
い
潔
白
な
比
丘
を
選
ぶ
。
こ
の
比
丘
を
選
任
す
る
掲
磨
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
白
二
謁
磨
で
あ
る
。
こ
れ
も

僧
伽
の
知
事
比
丘
の
一
種
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
こ
れ
は
常
に
あ
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
例
外
的
な
知
事
比
丘
で
あ
る
。

次
の
捨
堕
法
第
十
九
条
「
種
を
販
売
戒
」
は
、
金
銀
に
よ
る
交
易
・
販
売
を
禁
止
す
る
戒
で
あ
る
。
比
丘
は
自
ら
金
銀
を
持
っ
た
り

金
銭
に
よ
っ
て
交
易
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
戒
に
触
れ
た
場
合
も
、
金
銀
は
僧
中
に
捨
し
、
前
戒
と
同
様
な
取
扱
い
を
な
す

（
妬
）

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。



次
に
捨
堕
法
第
二
九
条
「
有
難
阿
蘭
若
離
衣
戒
」
は
、
安
居
が
終
っ
た
あ
と
、
阿
蘭
若
に
住
す
る
比
丘
は
、
三
衣
の
う
ち
の
一
衣
を

村
中
の
民
家
に
預
け
て
お
い
て
も
よ
い
と
い
う
戒
で
あ
る
。
雨
期
の
あ
と
カ
ヅ
テ
ィ
カ
月
の
満
月
ま
で
は
盗
賊
が
多
い
と
い
う
。
と
く

に
山
中
の
阿
藺
若
は
無
防
備
で
あ
る
た
め
、
危
険
・
恐
怖
が
あ
る
。
故
に
そ
の
心
配
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
～
六
夜
を
限
り
三
衣
の
中
の

（
”
）

一
衣
を
民
家
に
と
ど
め
て
も
よ
い
と
い
う
。
但
し
こ
の
場
合
も
１
条
文
中
に
「
比
丘
の
認
可
を
除
き
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
僧
伽
の
許

可
を
得
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
僧
の
認
可
を
得
る
こ
と
は
、
さ
き
の
「
離
三
衣
戒
」
で
、
病
比
丘
の
「
不
失
衣
認
可
」
が
あ
り
、

「
減
六
年
作
臥
具
戒
」
で
も
病
比
丘
に
「
臥
具
の
認
可
」
が
説
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
白
二
溺
磨
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

こ
の
場
合
も
白
二
溺
磨
で
あ
る
と
思
う
が
、
．
〈
－
リ
律
に
は
詳
し
い
説
明
が
な
く
、
掲
磨
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
条
文
中
に

「
比
丘
の
認
可
」
を
言
っ
て
い
る
か
ら
、
「
離
三
衣
戒
」
の
場
合
と
同
様
の
「
不
失
衣
認
可
」
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

拾
堕
法
に
関
係
す
る
掲
磨
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
。
白
掲
磨
が
一
つ
と
、
他
は
白
二
鶏
磨
で
あ
る
。
な
お
波
羅
提
木
叉
に
は
、
こ
の

あ
と
に
波
逸
提
法
、
波
羅
提
提
舎
尼
法
、
衆
学
法
、
七
滅
課
法
等
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
掲
磨
に
関
係
の
あ
る
条
文
も
あ
る
。
し

か
し
与
え
ら
れ
た
紙
数
が
尽
き
た
の
で
、
そ
れ
ら
の
検
討
は
他
日
に
ゆ
ず
る
。
と
も
か
く
以
上
に
よ
っ
て
み
る
も
、
波
維
提
木
叉
の
条

文
が
、
掲
磨
作
法
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

一、／一、ヨ

21’ﾕｰ！
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（
３
）
佛
教
で
僧
伽
と
い
え
ば
、
比
丘
僧
伽
と
比
丘
尼
僧
伽
の
み
を
い
う
。
拙
著
『
原
始
佛
教
の
研
究
」
四
二
貝
以
下
参
照
。

頁
以
下
）
参
照
。

白
二
翔
磨
等
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
原
始
佛
教
の
研
究
」
三
○
四
頁
以
下
参
照
。

「
大
毘
婆
沙
論
』
巻
二
三
、
大
正
二
七
、
五
八
七
中
。
水
野
弘
元
「
業
説
に
つ
い
て
」
（
印
佛
研
二
’
二
、
昭
和
二
九
年
三
月
、
二
○

四

二
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（
６
）

ヘ
ワ
ｊ
）

〆
、

（
８
）

（
９
）

（
蛆
）

（
４
）
前
引
拙
著
、
三
六
七
頁
以
下
参
照
。

（
５
）
「
百
一
鵜
磨
」
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
律
蔵
の
潟
磨
に
つ
い
て
」
（
『
福
井
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
文
化
論
集
』
昭
和
四
四
年
、
九
一
四
頁
以

。
。
．
ご
巳
．
ロ
［
》
や
］
臼
・
南
伝
、
同
上
、
二
五
五
頁
。

ロ
。
．
罫
。
］
自
国
、
や
］
色
．
南
伝
、
同
上
、
二
五
一
頁
。

己
。
．
ご
Ｏ
〕
白
目
や
］
認
．
南
伝
、
同
上
、
二
六
一
頁
。

。
。
．
ぐ
巳
白
目
》
や
届
②
．
南
伝
、
同
上
、
二
六
四
頁
。

『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
翔
磨
』
巻
五
、
大
正
二
四
、
四
七
八
中
下
。

拙
論
「
原
始
佛
教
教
団
に
お
け
る
裁
判
組
織
」
（
「
古
代
学
」
二
ノ
ー
、
一
九
五
三
年
、
一
頁
以
下
）
参
照
。

罰
蔑
昌
（
Ｓ
《
言
き
く
巳
自
国
〕
喝
虐
認
》
］
＄
．
南
伝
、
第
一
巻
二
六
七
’
八
頁
。

『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
掲
磨
」
巻
一
○
、
大
正
二
四
、
四
九
九
上
。
『
百
一
謁
磨
」
で
は
僧
伽
の
知
事
比
丘
を
「
十
二
種
人
」
と
し
て
示

律
蔵
と
カ
ル
マ
ン
四
三

大
正
同
、
四
七
六
中
。

下
）
参
照
。

門
）
（
）
０
忽

同
上
。

印
ご
ロ
ヰ
］
岡
急
受
ご
切
慧
尽
夢
房
尋
』
き
認
包
も
萱
吻
蒼
》
Ｆ
○
口
ｇ
ｏ
畠
・
岳
腱
》
己
ｐ
Ｅ
や
＠
．

弓
曇
鳶
自
営
圏
ｌ
、
曼
亀
罪
急
ぐ
○
］
．
昌
環
や
胃
い
つ

門
口
《
割
。
》
封
Ｏ
］
．
［
目
飼
も
．
』
切
画
．

「
波
羅
夷
学
侮
」
に
つ
い
て
は
、
前
引
拙
著
一
三
八
、
二
五
○
頁
等
参
照
。

『
根
本
説
一
切
有
部
百
一
謁
磨
』
巻
一
○
、
大
正
二
四
、
四
九
九
下
。
こ
の
掲
磨
は
同
巻
五
に
「
授
其
学
法
白
四
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

惠
嵩
ミ
息
嘗
ざ
ご
○
］
白
目
．
ロ
Ｅ
②
、
南
伝
大
蔵
経
第
一
巻
二
五
二
頁
。

目
．
ぐ
巳
白
目
、
や
ぶ
（
）
．
南
伝
大
蔵
経
第
一
巻
二
五
二
頁
。



す
が
、
そ
の
中
に
「
差
次
請
食
人
」
は
入
っ
て
い
な
い
。

（
亜
）
国
琶
ミ
ヘ
も
誉
ぎ
ぐ
。
］
・
日
も
．
民
①
南
伝
、
第
一
巻
三
二
一
頁
。

（
認
）
ロ
。
．
ぐ
巳
白
目
』
や
弓
画
．
南
伝
、
同
上
、
二
九
○
頁
。

２
）
ｂ
○
．
く
巳
自
国
》
弓
．
弓
雫
］
直
．
南
伝
、
同
、
二
九
○
’
二
九
二
頁
。

（
空
ロ
。
、
ぐ
ｃ
』
白
目
》
唱
屑
認
》
］
ご
程
鴎
．
南
伝
、
同
上
、
二
九
六
’
七
、
三
○
一
、
三
○
七
’
八
頁
。

弱
）
拙
論
「
僧
伽
に
お
け
る
制
裁
の
問
題
」
（
宗
教
研
究
一
四
五
号
、
昭
和
三
○
年
、
四
三
頁
以
下
）
参
照
。

扉
）
「
根
本
説
一
切
有
部
百
一
翔
磨
』
第
一
○
、
大
正
二
四
、
四
九
九
中
。

（
詔
）
浄
法
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
律
蔵
の
研
究
』
七
三
七
頁
以
下
参
照
。

弱
）
畠
ご
亀
急
冒
ぎ
ぐ
巳
．
日
も
虐
弓
．
南
伝
、
第
一
巻
三
三
三
頁
。

（
鋤
）
己
。
．
ご
巳
．
ロ
［
ゞ
勺
］
亀
．
南
伝
、
同
上
三
三
一
頁
。

（
皿
）
ｂ
ｏ
く
巳
白
目
》
や
岳
＠
．
南
伝
、
同
上
三
三
五
’
六
頁
。

（
犯
）
ｂ
ｃ
，
ぐ
巳
白
目
・
や
』
ｇ
・
南
伝
、
同
上
、
三
三
六
頁
。

（
認
）
口
。
．
己
巳
自
国
・
弓
画
罷
め
．
南
伝
、
同
上
、
三
八
七
’
八
頁
。

（
謎
）
ｂ
○
．
ぐ
。
］
白
目
》
や
鵲
、
．
南
伝
、
同
上
、
四
○
二
頁
。

（
妬
）
ロ
。
．
ぐ
巳
白
目
〕
や
い
認
．
南
伝
、
同
上
、
四
○
三
’
四
頁
。

（
郡
）
ｂ
ｏ
．
ご
巳
白
目
や
画
き
．
南
伝
、
同
上
、
四
○
六
頁
。

（
師
）
ｂ
ｏ
・
ぐ
○
］
白
目
』
も
出
農
・
南
伝
、
同
上
、
四
一
六
頁
。

（
認
）
届
）
。
・
ぐ
ｃ
］
盾
目
〕
ご
瞳
②
．
南
伝
、
同
上
、
四
一
七
’
八
頁
。

（
調
）
ｃ
ｃ
，
ぐ
○
］
自
国
｝
や
画
認
．
南
伝
、
同
上
、
四
四
五
頁
。

（
昭
和
四
十
九
年
度
文
部
省
科
研
「
総
合
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
）

四
四


